
CASll 日本語版を活用した地域を基盤とする

児童虐待防止システムの可能性の検討

相原加苗1），山本朗1），佐藤寛2），岸本年史3)

要旨

我が国の虐待対応の主たる機関である，児童相談所の一時保護入所児童を対象に，精神保

健ニーズの視点から子どもへの支援の強度を評価する方法である，児童青年レベル・オブ・

ケア評価尺度（Child and Adolescent Service Intensity Instrument : CASII) を実施し，その

結果を検討した。 6歳から 15歳の虐待事例は21例であり， 6次元中3次元で中等度以上の

精神保健ニーズを示し，中でも推奨されるレベル・オブ・ケアが高い群では，危害のリスク

など本人の特性や状態へのサービスニーズを認めた。また，推奨されるレベル・オブ・ケア

が5の子どもが42.9% と最多であったが，実際のサービスにおいては，半数以上が推奨され

るレベルより低い支援提供にとどまっていた。以上より， CASH を用いた評価は，地域を基

盤とし子どもを中心とした支援を行う上で，有用であると考えられた。
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はじめに

子ども時代の虐待は，即時および長期にわた

る負の影響を各領域にもたらすことが明らかに

なっている。精神・心理面では，PTSD や分離

不安，恐怖症などが虐待と関連するとされll,

縦断的には，不安定なアタッチメントの一種で

あるD型アタッチメントが虐待と強く相関し

その後の解離性障害や恐怖症，攻撃性，破壊衝

動性などの精神病理へと発展する可能性が示さ

れている 12）。また，虐待の長期的な影響は成人

期のがんや虚血性心疾患などの身体疾患にも関

連することが明らかであり 4），これら負の影響

からの回復の困難性を考えると，児童虐待の防

2020 年4月15日受理

止は現代社会において重要な課題となっている。

児童虐待防止対策の社会の進み方について，

クルーグマンは「どの固も同じ経過をたどるj

と述べ，初期には子どもを守るために親子分離

を精力的に行うものの，それでは何も解決でき

ないことに気づき，親支援を開始し，発生予防

活動が盛んになる，とした6）。わが国では2017

年に新しい社会的養育ビジョ ンが検討され，虐

待リスクの高い家庭を中心に支援を充実させる

必要性を確認した。このように，本邦の児童福

祉の方向性は， クルーグマンの言うように子ど

もを中心とした地域での予防的活動の段階に進

んでいるとは言える。しかしながら，現実にお

いては， 虐待対応の主たる機関である児童相談
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表 1 CASll 日本語版評価尺度における各次元のうちわけ

次元

I 危害のリスク

II. 生活機能の状態

m. 併存障害

IV. 回復環境

（文献7よりヲ｜用， 一部改変）

スケールA(IVA ）：環境的ストレス スケール B(IVB ）・環境的支援

v. 回復力と治療歴

VI. 受容と関与（いずれか高いほうを記録）

スケールA(VIA ）：児童青年 スケ ル B(VIB ）：親および主たる養育者

※それぞれ1から 5の5段階でケアニーズのレベルが評価される。数字が大きくなるにつれ，ニーズ
が高くなり，中度以上のニーズとしては， 3（中度） • 4 （重度） , 5 （最重度）となる。最終的にすべて
の評定の合計スコアから，推奨される LOC が判定される。

所での虐待対応数は増加し続けており，十分な

見立てを伴う支援体制が追いつかず，結果とし

て後追い的な介入的対応を行わざるを得ない状

況である。

児童相談所では，元来，子どもの処遇について，

多職種による社会診断，心理診断，医学診断，

行動診断を行い，これらを踏まえて子どもの支

援を決定する形となっている。ところが，児童

相談所の医師の配置は2018 （平成30）年の児童

福祉法改正案にて必置としたばかりであり，現

状では医師の関与は地域による差も激しく，多

面的でバランスの良い精神保健的アセスメント

が行われているとは言い難い。

以上のような状況の中で，子どもを支援の中

心として，地域で限られた資源をできるだけ有

効に活用するためには，専門家が共通言語とし

て簡便に用いることができる精神保健的アセス

メントのツールが必要である。そして本稿では

それを踏まえた地域での実践が，子どもの支援，

ひいては地域を基盤とする児童虐待防止システ

ムの構築に寄与する可能性について検討するこ

とを目的とした。具体的には，精神保健ニーズの

視点から子どもへの支援の強度を評価する方法で

ある児童青年レベル・オブ・ケア評価尺度2)

(CASH ）を，児童相談所が関与する子どもたち

に実施しその結果を検討することにより，

CASH を活用した児童虐待防止の具体的方策に

ついて考察した。
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I .対象と方法

1 .対象

A市の児童相談所（以下「当所」）の一時保護

所に， X年Y月の1ヵ月間に入所した41名の

うち，調査期間中に複数回入所，短期の入所の

ため評価を行えなかった子ども 4名を除く 37名

中， CASH の対象年齢である 6歳以上の子ども

31名を対象とした。

2 方法

対象児31名に対して，児童精神科医2名が児

童記録を参考にし，面接・評価を行った。調査

項目は年齢，性別，相談種別， ICD-10 に基づく

主たる精神医学的診断， CASH 日本語版7）にお

ける各次元のスコア（表 1) および推奨レベル・

オブ・ケア (level of care: LOC ），退所後の処遇

に基づいた実際のLOC であった。なお， LOC

の詳細は後述するが，今回の実際のLOC は，小

野が作成したわが国の保健医療制度における分

類例を参照し（表2），治療環境とサービス強度

を踏まえた上で評定した。統計解析にはSPSS

11.0 J for Windows を使用した。

3. CASll について

児童青年の治療措置のレベル，入所の継続，

治療転帰を判断するための共通の枠組みを求め

る臨床現場の要望に応えて作られた臨床評価尺

度であり， 6歳から 18歳の子どもに適用される

多次元評価システムである。CASH は米国にて，



表2 レベル・オブ・ケアによる精神科医療，児童福祉 ，教育，少年司 法の領域におけるサービスの例

LOG 精神科医療 児童福祉 教育 少年司法

精神保健相談 児童家庭支援セン安一（レベ 就学前健診 家庭裁判所少年鑑別所の
母子保健事業 ル0 1まで） 保健室 相談事業

レヘ‘ルO
基本的サービス 児童委員，発達障害者支援セ 保健教育

ン合一（レベル03まで）
子育て電話相談

精神科ヲリニッウ 精密健康診査f児童福祉笥に スウ Jレカウンセラ ， 保護観察
レベル1

回復維持および健康管理
小児科医療 よる助言指導，児童ショート 特別支援教育コーデイ
保健所・保健セン合一 ステイ（レスパイト） ネ ゴ安 ，特別支援教育

（レベル1 4まで）

児童精神科外来診療 児童相談所における精神科医 スウーjレカウンセフ に 家庭裁判所医務室
レベル2

舛来サービス
心理カウンセリング －児童心理司によるカウンセ よる個別カウンセリンヴ，
サービス リンゲ，児童相談所の医学判 心理療法

定 （診断）

専門外来外来での集 児童相談所における治療プ口 適応指導教室学校内での 試験観察
レベ1レ3

集中的外来サービス
団療法，ソーシャJレス グラム児童養護施設における スキルトレー ニンゲ・こ
キJレトレーニンデ，事見 心理治療 とばの教室など
トレーニンずなど 専門里親

レベル4
24時間体制の精神医学 デイホスピ空Jレ 児童自立支援施設，自立援助 補導委託f初等・中等少年院
的監視を伴わない集中 ホーム児童相談所の一時保
的－統合的サビス 謡

レベル5 精神医学的監視を伴う『 児童精神科（開放病棟） 児童，心理治療施設
保護的でない24時間体 での入院治療
制のサービス

レベル6 精神医学的監視を伴う， 児童精神科（閉鎖病棟） 児童自立支援施設（強制的措 医療少年院
保護的で24時間体制の での入院治療 震がある場合）
サービス

児童福祉，少年司法，精神保健の領域での有用

性が認められている 9, 10）。

小野らの作成したCASII 日本語版7）は，妥当

性と信頼性が確認されており 8），評定項目とし

て，表1に示す6次元（8項目）のサブスケー

ルがあり，それぞれ1～5の5段階でケアニー

ズのレベルが評価される。数字が大きくなるに

つれニーズが高くなり，中度以上のニーズとし

ては， 3（中度）' 4 （重度）' 5 （最重度）となる。

最終的にすべての評定の合計スコアから，推奨

される LOC が判定される。

LOC は精神保健サービスの強度の連続体と定

義され，治療環境とサービス強度の少なくとも

2つの次元で、規定される。レベルO～6までの

LOC があり（表2），サービス内容は地域によ

り異なる。CASII を使用する際はまずはその地

域における精神保健サービスをLOC ごとに分類

する必要があり，それをもとに推奨LOC に合わ

せてサービスを選択することができる。CASII

は児童青年の臨床的ニーズと治療資源をマッチ

させることができることを特徴としている。本

調査ではCASII 評価に先立ち，実施者である筆

（文献8より引用改変）

頭著者は所定の評定者研修を受講した。

4. 倫理的配慮

本調査を行ったA市や当所には倫理委員会が

設置されていなかったため，日本児童青年精神

医学会の倫理要綱に沿って，臨床に付随する形

での調査を行った。個人を特定できる情報の取

り扱いには十分留意し，本論文執筆にあたり個

人情報や個別の情報が第三者に漏洩する可能性

がないよう十分に配慮を行った。また，調査を

行う前および、行っている期間中，調査の目的，

調査責任者，個人情報の取り扱い，問い合わせ

先を含む調査に関する情報を付設するクリニッ

クおよび一時保護所において周知 ・公開し，対

象児と養育者らに対する異議の申し立ての機会

を十分に確保したが，異議申し立てはなかった。

II. 結果

1 ＇対象児 の背景

1 ）性別，年齢と主たる相談種別

対象児31名のうち，女児は 12名，男児は 19

名であった。平均年齢は 10.4歳（6～ 15歳）で

あり，このうち虐待相談は平均9.7 歳，非行相
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図1 虐待群のCASll サブスケールのスコア平均（推奨LOC3 以下と 4以上の群間比較）

談は平均13.1 歳であった。また，主たる相談種

別の内訳は，虐待相談21名（67.7% ），非行相談

7名（22.6% ），育成相談2名（6.5% ），虐待以外

の養護相談l名（3.2% ）で、あった。

2）虐待相談事例（虐待群）及び非行相談事例

（非行群）における ICD-10 精神医学的診断

虐待群21例において，精神医学的診断がつい

た事例は13例（61.9% ）で，主たる診断の内訳は，

軽度知的障害（F70 ）が7例，適応障害（F43)

が3例，解離性障害（F44 ），反抗挑戦性障害（F91) ,

分離不安障害（F93 ）が各々 l例で、あった。また，

非行群においては7例全例に診断が付与され，

内訳として素行障害（F91 ）が6例，適応障害（F43)

がl例で、あった。

2. 虐待群と非行群における CASll の

サブスケールのスコアと群問比較

虐待群と非行群のCASH 評定におけるサブス

ケール6次元（8項目）のスコアの平均値を算

出し，両群のスコアを比較した。

虐待群では，平均値が中度以上のケアニーズを

意味する3以上を示したサブスケールは， I （平

均3.1), NA （平均4.3), NB （平均42), VI B （平
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均3.7 ）の4項目で、あった。非行群では同様の4項

目 (I ：平均3αWA：平均3.1, N B：平均3β，

VIB ：平均3.1 ）に加えて， V（平均3.3 ）も該当した。

次に虐待群と非行群のスコアを比較するため

に， Mann-Whitney U t回tで統計解析したところ，

虐待群は非行群に対してNA(P<0.01 ）とNB(P<

0.侃）で有意に高く， Vで、は有意に低かった（P<

0.05 ）。

3. 虐待群のt醸し0ロ以下の群（L-L 群）と推奨LOC4 以上の

群（L-H 群）のCASll のサブスケールの平均スコアと群間比較

次に虐待群を「L-L 群」と「L-H 群」にグルー

プ分けし， CASH 評定におけるサブスケール6

次元（8項目）のスコアの平均値を算出すると

ともに，両群のスコアを比較した（図 1）。L-L

群は虐待群の23.8% を占め，平均値が中度以上

のケアニーズ、を意味する 3以上を示したサブス

ケールはNA （平均3.8), NB （平均4.0), VI 

B （平均3β）であった。L-H 群は虐待群の

76.2% を占め，平均値が3以上のサブスコアに

ついては，同様の3項目（N A：平均4.4, NB: 

平均4.3, VI B：平均3到に加えて I（平均3.4)

が該当した。



次に L-L 群と L-H 群を比較するために，

Mann-Whitney U test で統計解析したところ，

L-L 群に比べ，L-H 群では， I （平均3.4, p < 
0.01), II （平均2ゑ P < 0.01). m （平均2.0 ,P< 
仏05）において有意に高い結果となった。

4. 虐待群における推奨LOC と実際のLOC との比較

虐待群21例における「推奨LOC 」と 「実際

のLOC 」との比較を行った。推奨レベルは多い

順に，レベル5(9例， 42.9% ），レベル4(5例，

23.8%) , レベル3 ( 4例， 19.0% ）となった。一

方，実際のLOC では多い順にレベル3(10 例，

47.6% ），レベル2(6例， 28.6% にレベル5(5例，

23.8% ）となった。

実際のLOC が推奨LOC と同等もしくは高レ

ベルで提供されていた事例は計8例（38.1 %）で

あったが，残りの 13例（61.9 %）は，実際の

LOC が推奨LOC より低い結果であった。特に，

支援ニーズの高い推奨LOC が4～6の16例で

考えると， 実際のLOC が同等か高いレベルの者

が5例（16例中31.2% ）であったが，残りの11

例（16例中68.8% ）では推奨レベルよりも実際

のレベルが低く，さらに，その内8例（16例中

50% ）は推奨レベルに比べ，実際のサービスの

レベルが2以上低い結果となった。

ill. 考察

1 . 虐待を受けた一日新撰所入所児童の精神医学的診断

虐待を含む幼少期の逆境体験（adverse child 帽

hood experiences : ACE ）を有する子どもは多様

な精神科診断がなされることが報告されている 1)

が，今回は，知的障害の割合が多く，多様性は

認めなかった。その理由として，今回の調査で

は，医師面接は子どもが一時保護されて比較的

早い段階での実施であったため，精神症状が診

察時点では顕在化していなかった可能性があ

る。

不適切養育を受けている子どもの診断につい

て， Van der Kolk は，従来の診断システムでは，

①診断されないこと， ②誤診， ③不十分な診断

という 3つの問題があることを指摘し状態を

包括的に捉える概念として，発達性トラウマ障

害 （developmental trauma disorder. DTD ）を提

案している 5）。 これは，診断基準として不適切

な養育環境の存在を認め，症状として感情調整

や睡眠，摂食などの生理的コントロールの困難，

攻撃的行動や自傷行為といった行動のコントロ

ールの困難，不適切な対人関係，PTSD 症状な

どを含むものである。虐待臨床においては，既

存の診断では捉えきれない症状を網羅できる点

においても，逆境体験の結果としての表現型を

多重の診断として捉えられるスティグマから回

避できる点においても念頭に置くべき概念だと

思われる 12）。

また，児童精神科診療の視点に立つと，医療

機関への受診を子どもが主体的に行うことは稀

で，養育者を主とした周囲の大人が問題を認識

した場合に受診することが殆どである。つまり，

養育者が子どもの状況について意識しなければ，

子どもが医療機関を訪れる機会が得られない。

このような可能性は，特に虐待事例では高いと

思われる。また，診療に繋がったとしても，丁

寧な支援体制がなければ，面接や診断の過程自

体が孤立した養育者にとってトラウマとなる危

険性もある。即ち，既存の精神科医療システムは，

虐待事例の家族にとってアクセスが難しく，危

険性を持つと言える。以上から，児童虐待にお

ける臨床は既存の医療システムの枠を超えて実

践されることが望ましく，その実践では，多領

域の具体的な支援強度を示すことができる

CASII は有用なツールだと考える。

2. 虐待群と非行群のCASll の結果とその比較から

CASII において，サブスケール8項目 （6次元）

中，虐待群では，本人の危害のリスクや回復環

境（環境的ストレス），回復環境 （環境的支援に

親および主たる養育者の受容や関与の4項目 （3

次元）のケアニーズが高く，非行群ではこれら

4項目に回復力が加わった5項目（4次元）のケ

アニーズ、が高かった。今回非行群と虐待群を比

較した理由として，長期縦断研究における非行

のリスク因子のーっとして虐待が考えられるこ
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とから，両群におけるサービスニーズの共通点

と相違点を探る目的であったが，結果として虐

待群，非行群ともに共通した多次元で、の支援ニ

ーズを認めた。虐待群では，このうち本人の特

性に関連するものは危害のリスクのみであった。

危害のリスクとは，他者から危害を加えられた

り， 自分自身または他者に対して危害を加えた

りする可能性である。 したがって，子どもの虐

待に対応する場合，家族も含めた環境的なサー

ビスの調整が不可欠で、あると同時に，本人の希

死念慮や他者への攻撃性などに対して，医療や

時には行動化への枠組みとしての司法の関与 も

想定しておく必要もある。

3. 虐待群の推奨LOC 3以下群と推奨LOC4 以上群の

CASH の結果とその比較から

推奨LOCが3以下のL-L 群， 4以上のL-H 群

のどちらも，回復環境（環境的ストレス）， 回復

環境（環境的支援），親および主たる養育者の受

容や関与のケアのニーズが高い結果となったO

L-H群では， 加えて本人特性である危害のリス

クにおいてのケアニーズが高かった。 また，高

いレベル・オブ・ケアを必要 とするL-H 群は

L-L 群 と比較して，本人の危害のリスクが高く，

生活機能の状態が乏しく，問題に影響を与える

併存障害を持つことも示された。CASII におけ

る併存障害の次元は，4つの領域（発達障害，

身体疾患，物質使用，精神障害）をまたぐもの

を併存障害としその影響の強度をスコア化し

たものである。虐待事例は基本的に養育者を中

心とした家族支援，環境的支援は必須であるが，

より高いレベルのケアが必要な事例ほど，本人

の特性や状態，障害等のさまざまな側面にも焦

点を当てる必要性があることが示唆された。

なお，高いレベルのケアが必要な被虐待児の

支援では，専門家がチームを形成して，ケアを

統合することが望ましい7）。なぜなら， 連携や

情報共有が不十分な場合， 支援の分断や断片化，

重複や中断により子どもの支援の連続性が保て

ない可能性があるからである。虐待における死

亡事例検証結果からは，複数の機関が虐待を把
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握していても緊急性がないと判断されていたこ

とや，ケース会議で具体的な役割分担が話し合

われていなかったことなどの問題点が指摘され

ている。 困難な事例ほど連携が必要だが，多機

関がかかわる故に見立てにずれが生じやす く，

一貫した支援が継続され難いことが示唆される。

4. 虐待群における出産LOCと実際のLOC との比較的

対象児の虐待群において， 推奨LOCがレベル

5という高レベルのケアニーズがある子どもが，

42.9%と最も多かったが，実際のLOC は， 半数

以上が推奨LOCより低いレベルの支援提供で

あづた。この議離の理由として，推奨レベルの

資源が地域に不足しているためにより低いレベ

ルの支援提供にならざるを得なかった可能性も

否定できないが，そもそも児童相談所が処遇判

定に関わる子どもの評定において，子どもの支

援ニーズを的確に評定できていないことや， で

きていたとしても適切な資源に繋げられなかっ

た可能性が十分にある。

5. CASll を活用した地域における児童虐待防止の

具体的方策

本稿では， C ASII を利用した調査を踏まえ，

これまで論考を加えてきた。その中で，地域に

おける児童虐待防止の具体的方策に特に関連す

るところとして，以下の2点を挙げることがで

きる。すなわち，①虐待事例は基本的に養育者

を中心とした家族支援，環境的支援は必須であ

るが，より高いレベルのケアが必要な事例ほど，

本人の特性や状態，障害等のさまざまな側面に

も焦点を当てる必要性がある，②児童相談所が

処遇判定に関わる子どもの評定において，子 ど

もの支援ニーズを的確に評定できず，適切な資

源に繋げられていない可能性が十分にあること

である。

これらも踏まえ， CASH を活用し地域にお

いて児童虐待防止を目指すための具体的方策を

二点提示したい。 一点目は， 地域におけるネッ

トワークにおいて， CASII を多職種の共通言語

として用いることで，支援の充実を図ることで

ある。 児童虐待支援の中心を担う児童相談所は，



従来の継続的に寄り添う伴走型の “面支援”か

ら介入型の“点支援”に傾いており，在宅支援・

地域による支援の機能が不十分であることが指

摘されている 11）。また，地域との連携において

は，一時保護解除時に地域との個別ケース会議

が十分行われていない実態もある 11）。このため，

国は児童相談所による介入・保護と，子育て世

代包括支援センターが担うボピュレーショ ンア

プローチの聞に，在宅支援・地域による支援を

充実させる目的で， 2022 年度までに市町村子ど

も家庭総合支援拠点を整備する計画である。支

援拠点が担う業務は， 子ども家庭支援業務，要

支援・要保護児童・特定妊婦等支援業務などが

あるが， 加えて児童相談所から一時保護解除と

なり地域に戻ってくる際の地域支援など，ネッ

トワーク支援を担う役割もある。

そして，このネットワークにおいて，小野が

述べるように8 l,CASH を共通言語として活用

すれば，子どもの臨床ニーズについて多職種で

見解を共有し具体的支援の根拠についてLOC

をもとに考えることで，幅広い個別化されたサ

ービスニーズを提供することが可能になると思

われる。現在の支援はリスクを中心に介入をす

ることが多く，例えば心理的虐待など，明らか

に証拠になりがたい状況での支援の必要性は低

く見積もられる可能性がある。 CASH を用いる

ことで，これらの顕在化しがたい支援の必要な

子どもを正当に評価できると考えられる。また，

重篤な情緒 ・行動上の問題を持つ子どものケア

では，一機闘がすべてを担って問題を解決する

のは非常に困難である 7）。しかし困難な事例

ほど支援すべき内容が多岐にわたるため，ひと

つの支援が目に見える結果に直結しづらく，効

果的な連携が得難い。このような場合，CASH

のサブスケールを吟味することで，例えば単に

入所施設に措置したり専門的な医療機関に子ど

もを紹介したりすることだけではなく，親を含

めた家庭への支援，教育からの支援なども含め

てさまざまな地域におけるサービスプログラム

を効果的に組み合わせたオーダーメイドの支援

が可能となり， より高い効果を期待することも

できる 7）。なお， CASH における特に重要な理

念の一つ「地域を基盤としたプログラムで子ど

もを支援し絶対的な必要性がない限り施設入

所をさせないJ7）をネットワークの関係者が意

識しネットワークが形骸化せず充実すること

に期待したい。

二点目は， CASII を用いて縦断的経過を追跡，

支援の妥当性を検証することで地域の支援力を

高めつつ，地域資源を開発することである。

CASH を用いた評定では，経過の中で臨床的な

判断に基づき，子どもが別のLOC の基準を満た

した場合は，そのLOC に移行する。 このため，

同じ事例に対して一定期間を空けてCAS Hを再

評定するという縦断的経過の追跡により，サブ

スケールや推奨LOC の変化から，支援効果の判

定及び支援の指標が得られる。さらに，事例の

縦断的経過を蓄積し，転帰を調査し支援の妥

当性を検証することにより，地域の支援力を高

めることも期千寺できる。また， CAS Hを用いる

ことで，地域の資源の実情の把握・検討を行う

などして，資源の開発もできる。例えばテネシ

ー州では，少年司法でのCASH の推奨LOC と

実際のLOC を比較 ・検討し，それらの誰離を踏

まえて，地域処遇への提言を行っている9）。 本

邦においても，推奨LOC と実際のLOC を比較・

検証しながら，必要な資源を開発，発展してい

く姿勢も地域支援を充実させるうえで重要であ

ろう。ちなみに福井は，施設ケアから地域サー

ビスへの資源移行による代替サービスのデザイ

ン （Mulh eir& Browne, 200 ヴ）の分類と英国の

サービスを参考に，日本において有用と思われ

るサービスを， ①家庭維持サービス， ②家庭復

帰サービス，①家庭養育サービス， ④地域小規

模ホーム， ⑤親族里親 ・特別養子縁組と分類し，

具体的提案をしている 3）。このような提案も参

考にしながら，各地域での取り組みが進むこと

を期待する。

6. 本調査の限界

本調査はあくまでも一地域での調査であり，
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かっ児童相談所で一時保護した比較的虐待レベ

ルが高いと思われる児童を対象としている点に

限界がある。

まとめ

本稿では，虐待事例は高いレベルのケアが必

要な事例ほど，本人のさまざまな側面にも焦点

を当てる必要性があることと，児童相談所が処

遇判定に関わる子どもの評定において，子ども

の支援ニーズを的確に評定できず，適切な資源

に繋げられていない可能性が十分にあることを

示しそのうえで， CASH を活用して地域にお

いて児童虐待防止を目指すための具体的方策を

二点提示した。
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